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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月11日
野村不動産ホールディングス株式会社
　取 締 役 会　 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 子 秀 嗣 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 桐 　 徹 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 木 夏 生 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、野村不動産ホールディングス株式会社の平成29年４
月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含
まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、野村不動産ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月11日
野村不動産ホールディングス株式会社
　取 締 役 会　 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 子 秀 嗣 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 桐 　 徹 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 木 夏 生 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、野村不動産ホールディングス株式会社の平成
29年４月１日から平成30年３月31日までの第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第14期事業年度の取締役の職務の執行
について監査いたしました。その方法、内容及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役、執行役員及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統

制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役、執行役員及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し､かつ､適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに､会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け､必要に応じて説明を求めました｡また､会計監査人から
｢職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を監
査業務の品質管理に関する基準等に従って整備している旨の通知を受け､必要に応じて説明を求めました｡

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は､法令及び定款に従い､会社の状況を正しく示しているものと認めます｡
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません｡
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません｡
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　なお、事業報告に記載のとおり、子会社である野村不動産株式会社は、同社の事業場を管轄する労働基準監督
署から平成29年12月25日付で企画業務型裁量労働制に関する是正勧告・指導を受けました。監査等委員会とい
たしましては、この事態を重く受け止め、同社における再発防止策の実施状況及び当社グループの適切な労務管
理と職場環境の改善に向けた取り組みにつき、注視してまいります。

平成30年５月17日
野村不動産ホールディングス株式会社 監査等委員会

監査等委員（常勤）折原　隆夫 ㊞
監査等委員（常勤）藤谷　茂樹 ㊞
監査等委員 大岸　　聡 ㊞
監査等委員 山手　　章 ㊞
監査等委員 小野　　顕 ㊞

（注）監査等委員大岸聡、山手章及び小野顕は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。

以　上
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株 主 メ モ
上 場 市 場 東京証券取引所市場第一部

株 式 売 買 単 位 100株

株主名簿管理人および 
特 別 口 座 管 理 機 関

三菱UFJ信託銀行株式会社

お 問 い 合 わ せ 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 0120－232－711

（郵送先）〒137－8081
　　　　 新東京郵便局私書箱第29号
　　　　 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日

定 時 株 主 総 会 ６月

配当金受領株主確定日 期末配当金　３月31日
中間配当金　９月30日

公 告 掲 載 方 法 電子公告
（当社ホームページ　http://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/）
ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

⃝住所のご変更、配当金受取方法のご指定などのお手続に関するお問い合わせ、
　手続に必要な書類のご請求などは、お取引の証券会社までご連絡ください。
⃝当社株式事務に関する一般的なお問い合わせは、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行でも承っております。
⃝未受領の配当金のお支払いにつきましては、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

株主メモ



新青山
ビルヂング

ホンダ青山ビル

交番

入口

明治神宮
外苑

明治記念館
案内看板

明治記念館
案内看板

明治記念館
案内看板

絵画館

秩父宮
ラグビー場

権田原交差点

青山一
丁目駅

慶應病院

至東
京・千

葉

交番

出口2

外
苑
東
通
り

青山通
り

国立競技場
（工事中）

Ａ1出口

神宮球場

首都高速4号新宿線

権
田
原

明
治
記
念
館
前

信濃町駅

明治記念館

至新宿 ＪＲ中央・総武線

国立
競技場駅

赤坂御所 青山一丁目交差点 歩道

歩道

ホンダ青山ビル

赤坂御所

青山ビル

歩
道

信濃町方面
歩
道

上ル

上ル

渋谷方面

赤坂見附
方面1番出口

2番出口
交番

新青山
ビルヂング

明治記念館 ２階 富士の間
東京都港区元赤坂二丁目２番23号　
電話（03）3403－1171（代）

交 通  Ｊ　Ｒ 中央・総武線「信濃町駅」南口より徒歩約４分
 地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」出口２より徒歩約８分
 地下鉄 大江戸線「国立競技場駅」A１出口より徒歩約８分
 都バス （品97）品川車庫前～新宿駅西口「権田原・明治記念館前」より徒歩約１分
※お願い：駐車場に限りがございますので、電車・バス等の交通機関をご利用ください。

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は、取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

会 場

株主総会会場ご案内図
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地図




